
平
成
２６
年
も
残
す
と
こ
ろ
、
あ
と

わ
ず
か
。
来
年
１
月
１
日
以
後

に
開
始
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、
相
続

税
の
改
正
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
ご
承
知
の
読
者
も
多
い
と
思
う

が
、
い
ま
一
度
改
正
の
内
容
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

今
回
の
改
正
で
は
、
�
税
率
構
造
の

見
直
し
、
�
基
礎
控
除
額
の
引
下
げ
、

の
二
つ
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

�
税
率
構
造
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
図
表
２
の
速
算
表
の
と
お
り
、
改

正
に
よ
り
１
億
超
の
税
率
が
細
分
化
さ

れ
、
２
億
円
超
３
億
円
以
下
の
課
税
対

象
額
が
４５
％
、
６
億
超
の
課
税
対
象
額

が
５５
％
と
な
り
、
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
幅
と
税

率
に
見
直
し
が
入
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
財
産
額
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
改
正

の
影
響
が
大
き
く
な
る
。

１
億
以
下
の
税
率
に
変
更
は
な
い

が
、
�
基
礎
控
除
額
の
大
幅
な
引
下
げ

に
よ
っ
て
、
改
正
前
に
比
べ
て
高
い
税

率
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
５
０

０
０
万
円
＋
１
０
０
０
万
円
×
法
定
相

続
人
の
数
」
で
あ
っ
た
基
礎
控
除
額
が

「
３
０
０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円
×
法

定
相
続
人
の
数
」
と
な
り
、
現
行
と
比

較
す
る
と
４
割
カ
ッ
ト
に
な
る
（
図
表

３
）。
こ
の
影
響
で
、
相
続
税
の
納
税

義
務
が
生
じ
る
相
続
人
が
大
幅
に
増
加

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
次
よ
り
二
次
相
続
の
ほ
う
が

相
続
税
額
が
高
く
な
り
や
す
い

で
は
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
影
響
が

想
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
財
産
額
８

０
０
０
万
円
の
Ａ
さ
ん
の
場
合
（
相
続

人
は
妻
と
長
男
、
長
女
と
仮
定
）
を
考

え
て
み
る
（
図
表
４
）。

平
成
２６
年
１２
月
３１
日
ま
で
に
Ａ
さ
ん

が
死
亡
し
た
場
合
は
、
財
産
額
は
基
礎

控
除
額
５
０
０
０
万
円
＋（
１
０
０
０

万
円
×
３
人
）＝

８
０
０
０
万
円
の
範

囲
内
で
あ
る
た
め
、
相
続
税
の
納
税
は

も
と
よ
り
、
申
告
義
務
も
生
じ
な
い
。

し
か
し
、
平
成
２７
年
１
月
１
日
以
降

に
Ａ
さ
ん
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
基

礎
控
除
額
は
３
０
０
０
万
円
＋（
６
０

０
万
円
×
３
人
）＝

４
８
０
０
万
円
と

な
る
た
め
、
課
税
遺
産
総
額
は
８
０
０

０
万
円－

４
８
０
０
万
円＝

３
２
０
０

万
円
と
な
る
。

配
偶
者
の
税
額
軽
減
の
適
用
を
受
け

る
と
納
付
す
る
相
続
税
額
は
大
き
く
減

少
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
申
告
義
務

は
生
じ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

基
礎
控
除
の
引
下
げ
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
は
相
続
税
の
申
告
が
必
要
な
か

っ
た
家
族
も
、
改
正
後
は
申
告
が

必
要
に
な
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
財
産
額
５
億
円
の
Ｂ
さ

ん
の
場
合
は
ど
う
か
（
図
表
５
）。

Ｂ
さ
ん
は
配
偶
者
に
先
立
た
れ
た

た
め
、
Ｂ
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
場

合
の
法
定
相
続
人
は
長
男
と
長
女

の
２
人
。
基
礎
控
除
額
の
引
下
げ

と
税
率
構
造
の
見
直
し
で
、
改
正

後
は
適
用
さ
れ
る
税
率
が
４０
％
か

ら
４５
％
へ
と
一
段
階
上
が
っ
て
し

ま
う
。

二
次
相
続
の
場
合
に
は
配
偶
者

の
税
額
軽
減
の
適
用
が
な
い
こ
と

か
ら
、
改
正
に
伴
う
増
税
分
が
そ

の
ま
ま
納
税
額
に
直
結
し
て
し
ま

う
の
だ
。

図表１ 相続税の計算方法

※財務省資料を基に作成

1

相
続
税
・
贈
与
税
の

改
正
内
容
と

お
客
様
へ
の
影
響

花
光
慶
尚
税
理
士
法
人
お
お
た
か

税
理
士
・
Ｃ
Ｆ
Ｐ
�

が
お客様に与える影響と
アドバイスのポイント

いよいよ平成２７年１月から、相続税が改正され
る。それに伴い、これまで相続対策を行っていたお
客様には追加の対策が、今後相続税がかかることに
なるお客様には新たに対策が必要となる。そこで本
特別企画では、相続税等の改正内容を改めて押さえ
たうえで、営業店での準備・アプローチのポイント
や、お客様別のアドバイスのポイントを解説する。

増税直前のいま押さえておきたい

図表２ 相続税の税率
改正後

控除額
－

５０万円
２００万円
７００万円
１，７００万円
２，７００万円
４，２００万円
７，２００万円

図表３ 相続税の基礎控除の改正の影響
増減額

△２，４００万円
△２，８００万円
△３，２００万円
△３，６００万円

税率
１０％
１５％
２０％
３０％
４０％
４５％
５０％
５５％

改正後
３，６００万円
４，２００万円
４，８００万円
５，４００万円

現行
控除額

－
５０万円
２００万円
７００万円

１，７００万円

４，７００万円

現行
６，０００万円
７，０００万円
８，０００万円
９，０００万円

税率
１０％
１５％
２０％
３０％

４０％

５０％

課税価格

１，０００万円以下
１，０００万円超３，０００万円以下
３，０００万円超５，０００万円以下
５，０００万円超１億円以下
１億円超２億円以下
２億円超３億円以下
３億円超６億円以下

６億円超

法定相続人の数
１人
２人
３人
４人
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